
令和３年度第１回三重県医療審議会周産期医療部会 議事概要 

 

日時：令和４年２月２８日（月）１９：００～２０：４０ 

形式：Ｗｅｂ会議 

 

議題（１）第７次三重県医療計画における周産期医療対策の進捗について 

事務局から資料１－１に沿って内容を説明 

オブザーバーの桑名市総合医療センターから資料１－２に沿って内容を説明 

オブザーバー 当院発足当時から当地域の周産期医療の問題として、桑名医療

圏からの分娩の流出が問題になっていた。桑員地区自体は産婦人科の施設と医

師数が不足した地域であり、特に周産期の二次施設はなく、母体搬送の症例は四

日市市内、或いは県外の施設へ搬送せざるをえない状況であった。こういったこ

とが分娩流出の原因の一つであると考えられた。2018年度から NICUを有する周

産期センターとして、新病院での診療が開始され現在に至っている。 

地域周産期母子医療センターとして必要とされる設備、施設は、基本的には全

て揃っている。ハイリスク妊娠の管理、急変時の緊急帝王切開、新生児の蘇生、

そして集中治療につなげるための十分な設備が整っている。 

医療従事者の状況では、宿直可能な医師数が少ないというところが問題と考

えている。助産師と看護師の慢性的な不足があり、こちらも切実な問題として挙

げられている。助産師の師長が当直業務を行うような状況もあり、非常に切迫し

ていると思っている 

地域周産期母子医療センター化を通して人材確保がよりスムーズに行えるよ

うになることを期待している。 

NICU 入院件数も増えてきている状況で、当センターでハイリスク妊娠が確実

に救出できつつある。 

よりよい周産期医療を行うために、地域周産期母子医療センターとしての認

定を切に希望するところである。 

 

部会長 地域周産期母子医療センターとしてハード面は良いが、職員配置の面

では課題があるとのことだが、県としては、地域周産期母子医療センター

の方向性でよいか。 

事務局 県としては、要件を満たしている施設があり、桑員地域は小児人口とか

も非常に多くてこれからお産される方も多いような地域にできることが、

あれば非常にうれしいと思っている。周産期医療ゾーン１で言えば市立

四日市病院と県立総合医療センターが、それぞれ総合周産期母子医療セ

ンター、地域周産期母子医療センターであるけれども、総合周産期母子医



療センター１ヶ所に対して、数ヶ所地域周産期母子医療センターがある

ほうが望ましいという国の指針もある中で、こういったところに基本的

には合致していると思う。県としては桑名市総合医療センターがそうい

うご意向ということであればぜひそういう方向で検討ができればと思っ

ている。 

部会長 小児科での人の問題についてはどうか。 

委員  小児科医も徐々に増えて、北勢地区に増やしているところである。まだ

十分ではないというのはもちろんあるが、北勢地区は周産期の面で新生

児数は、増加傾向にはあると思うので、ぜひ、そちらの方向に進めていた

だければありがたいと思う。 

委員  助産師の師長まで当直しているという話が出たが、桑名市総合医療セ

ンターは、いろいろ助産師の教育を話かけているが今まで一切やってな

い。三重県全体で人材を育てるという同じ気持ちを持ってやっていかな

いと。なかなか助産師も増えてきていない。最近やっと 41位になったと

県から入ってはきたが、他県からきている人がいても、またすぐ戻ってし

まうことがあり、頑張って増やして欲しいので、これを契機に助産師もや

っぱり育てるという気持ちになっていただく必要があると思う。 

オブザーバー 助産師の問題、我々のところはもう木曽川の向こうに行くと愛

知県で、助産師の待遇に差があるようなので、やっぱり三重県、桑名で助

産師をしてくれないのはそこの点が一番。即効性というわけではないが、

そこの改善をするとまず良いのかというのもあるし、中長期的には教育

というところで我々どんどん協力できればと思っている。 

部会長 そちらの方向で現場でも努力していただくようよろしくお願いする。 

 

議題（２）令和２年度三重県周産期医療ネットワークシステム運営研究事業（妊

産婦）について 

部会長から資料２に沿って内容を説明 

委員  産科オープンシステムは、一部のところだけ。どこがどれだけ利用して

いるか、オープンにしていただきたいと思う。このオープンシステムに関

しては、きっちりと詳しい内容を開示していただくとありがたい。 

部会長 産科オープンシステムの見直し、それから今までのデータ等を次回ま

でに作成する。 

                     

議題（３）令和２年度三重県周産期医療ネットワークシステム運営研究事業（新

生児）について 

 ・新生児ドクターカー（すくすく号）の運営報告について     



委員から資料３－１及び資料３－２に沿って内容を説明 

部会長 社会的なリスク、メンタルを含めて 20例、昨年に比べて増加している

ということだった。未熟児 PDA も出張で、外科の先生が三重中央医療セ

ンターに行ったりして、その辺の連携が非常にうまくいっているように

思う。 

委員  こちらへ来て手術をしていただいているので、非常に助かっている状

態である。 

委員  死亡の極（超）低出生体重児が６例と多いようだが、表１に最低週数が

ある。この最低週数というのと、表６の入院がかなり合わないところはあ

るけれども、この最低週数はどういう意味があるのか。 

委員  新生児科に確認したところ表１の最低週数というのは、施設でこの週

数まで受入れると表明している週数が表１の最低週数、実際に受け入れ

たという実績が表６の数になっている。22週から 23週を受け入れている

のは、三重中央７名だが、大学病院は最低週数を 30週以上からとなって

いるけれど、大学病院が 22 から 23 週で２例を受け入れているという読

み方となる。 

委員  表明しているけれど、受け入れることは可能ということか。 

部会長 可能というかお母さんの母体適応で大学をベースせざるを得なくて、

超早産になってしまったというようなケースが含まれているということ。 

委員  実際やっぱり緊急で生まれると、なかなか表明通りにいかずに緊急で

対応しないといけないという事情になるかと思う。 

委員  ７ページの社会的ハイリスク児の中で、三重中央医療センターの育児

サポートの問題というのが突出して 36例で多いが、これは三重中央医療

センターがペリネイタルビジットを一生懸命利用していただいているこ

とに繋がっていると思う。おそらく他の病院もペリネイタルビジットを

もっと利用していただいて、患者さんの話をしっかり聞くということを

すれば、育児サポートの問題というのがもっとたくさん上がってくると

思うので、ぜひ利用していただきたいと思う。 

委員  先ほどの続きだが転院した場合はどちらでつけているのか。大学の場

合だと外科的な疾患とか、或いは循環器もそうだが転院するのでそれは

どちらで数えられているのか。 

委員  自分が今把握できていないので申しわけないが、どういうふうなカウ

ントをしているか確認させていただく。 

委員  県も絡んですくすく号というのは運用している。働き方改革がまさに

今問題になっているので、県のほうはどういうふうに考えているか意見

を聞きたい。 



事務局 この産科に限らず、診療科ごとのミクロな話まで把握していかないと

いけないような気もする一方で、統合的に把握できていない部分もある

かもしれないので、人材担当の課とも話をしながら考えていかないとい

けないと思う。24 年からというゴールは変わっていないので、できるこ

とを順次やっていかないといけない。ちょっとお答えになってないかも

しれないが。 

委員  三角搬送はやっぱり三重中央医療センターの負担が大きい割には全く

利益が入ってこないので、当面として協定を結ぼうという話が出ていた

が、実際その協定は進んでいるものなのか。 

委員  救急車運営に関する考え方をもう元からわかっていないと本当はどう

いうふうに協定結べるのかどうかから、いろんな問題点もご指摘いただ

いていて、事務のほうに資料全部渡して内容はそちらで考えていただい

ているような状況になっている。 

委員  すくすく号にはいつも本当にお世話になっているが、出発するまでの

時間が 35分というのがとっても厳しくて、何とかそれを改善する方法が

ないか。消防隊の方が出ていただいて、すくすく号を運転して出るという

ことは不可能なのか。 

委員  すくすく号が出るときは待機者をまず呼び出し、待機者が来ないと出

せない。あと、タクシー会社は大体 10分で来るが、いろいろ器材載せた

りすると近いところでも 30分。そうなるとやはり別のシステムを考えて、

病院に例えば GCU 当直という形でもう１人泊まって２人体制にしておい

て、運転手の問題があるけど電話が来たらすぐに飛び出せる時間をなる

べく短くする。それから運転手に関してはもちろん消防隊のほうが早く

こられるのなら、消防の協力を得て NCPRなんかを広げていただいて、一

刻も早くまず一次蘇生し施設に送り込んだほうがいいのか、その辺の議

論は私も新生児科医ではないので、ご専門の先生でディスカッションし

ていただいたほうがいいかと思う。 

委員  北勢では救急車で迎えに行かれていると思うが、深夜、準夜で当直者以

外の人が出た場合に夜勤或いは時間外が発生すると思うがどんな運用に

なっているか。 

委員  NICU で当直一人はいるが、その先生がすぐ出ていくわけにはいかない

ので待機の医者を呼んで、待機の医者が夜中は乗っていく。救急士に病院

まで迎えに来ていただいて、到着した医師とその器材、搬送の保育器とか

を載せて行って帰ってくる。市外の桑名やいなべのほうへ搬送に行った

場合は、ちょっと時間がかかるような場合だと救急車を乗り換えて、また

病院のほうに帰ってくることもやっている。待機の医者には基本的に待



機料はついてなく、時間外労働として待機の医者には病院を出発して病

院に帰ってくるまでの時間数を時間外労働としている。 

委員  タクシーの運転手だと本当に運転業務だけだが、救急隊の方が来てい

ただくと、現場で新生児の処置とかをする時にも、そこで手伝っていただ

けたりとか、非常にスムーズに業務が行えるということも聞いている。た

だ、問題なのはやはり管轄。津市内だと津消防とのコラボでいいが、そこ

から離れるとどうしても乗り換えの問題とかが生じてくる。こういった

問題を解決するために、まず三重中央医療センターの施設内でもすくす

く号の委員会を立ち上げようと思っている。それに付随して消防の方と

か県の方も参加していただいて、すくすく号の運営の会議を作っていろ

いろなことを協議していきたいと考えている。 

委員  先ほどからすくすく号に対して消防の職員であったり、乗り換えでの

出動の話も出てはいるが、法的なものであるとか広域的なところへの搬

送、そういったものも含めると課題は非常に多い。基本的に管内での業務

というのがあるので、そういった課題も含めて、今後、皆さまでご検討も

いただけたらと思う。基本的には、自分ところの消防の資器材を使っての

搬送が優先されるのではないのかと思っている。 

 

議題（４）先天性代謝異常等検査の実施状況について        

事務局から資料４に沿って内容を説明 

委員から当日追加資料に沿って内容を説明 

委員  これは、8000 円から 1 万円ぐらいする。新潟とか、行政から援助が出

ているところはあるので、ぜひ県はこの分野で援助があるところを調べ

ていただいて援助するという形にいかないと。委員から説明があったよ

うに非常に早く発見することによって助かる子がいるので、ぜひやって

いくべきだと思うが、１万円近くいると費用の点が常にネックになって

くる。 

委員  原発性免疫不全を知らないでロタウイルスのワクチン打つと、下痢で

入院になったりとか、かなり早い時期の対応が必要だと思う。なので、三

重県でもできるだけやっぱり早く始めていただきたいと思う。 

委員  助産師会のほうも助産所を経営している者は、この先天性代謝異常検

査の採血をさせていただいて、検体を発送させていただいている。先ほど

の委員の報告では、助産所で生まれる赤ちゃんが対象外になっているよ

うに思ったので、ぜひとも対象内に入れていただくようにお願いする。 

委員  まずこれは契約が必要なので、この辺の情報提供を漏れなくするとい

うのが大事だし、どのようにしていくかというのも周知していく必要が



あるので、助産師会の方にも情報提供するようにさせていただく。 

 

議題（５）三重県ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策について      

事務局から資料５に沿って内容を説明 

 

議題（６）令和４年度リトルベビーハンドブックについて 

事務局から資料６に沿って内容を説明 

部会長 非常に重要な問題で出生数が減っているが、そんなに低出生体重児は減

っていない。ポジティブに進めていくべきだと思うが、具体的には。 

事務局 来年度の事業スケジュールは、検討会が２回程度、12 月ぐらいにはハ

ンドブックの原案を完成して、４年度末には対象者に配布をしていける

ような体制が整えられればと思っている。県内の周産期母子医療センタ

ーのご協力なしでは進まないところもあるので、年度当初に各周産期母

子医療センターに事業の説明をさせていただければと思っている。 

部会長 ハンドブックが発行されるとフォローアップということにも非常に強

いものがあるので、先生方ご協力をよろしくお願いする。 

 

 

 


